
議 会 運 営 委 員 会 

令和 4年 2月 17日（木） 

午前 10時～ 

開議   時   分 

閉議   時   分 

全員協議会室 

出席者 

〔委 員〕布施委員長、柳楽副委員長、 
肥後委員、三浦委員、沖田委員、足立委員、川上委員、串﨑委員、 
小川委員、牛尾委員 

〔議長団〕笹田議長、川神副議長 
〔委員外議員〕 

〔執行部〕坂田総務部長、佐々木総務課長、河内財政課長、猪狩総務管理係長 
〔事務局〕古森局長、下間次長、近重書記 

 

議 題 

1  令和 4年 3月浜田市議会定例会議について 

⑴ 新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第 11弾】（案）について 

 資料 1 

⑵令和 4年 3月浜田市議会定例会議の付議事件等及び付託案について  

 資料 1-1、1-2 

・請願文書表（案） 資料 1-3 

・協働のまちづくり推進特別委員会の設置（選出委員）について 資料 1-4 

⑶令和 4年 3月浜田市議会定例会議の会議予定について 資料 1-5 

⑷予算決算委員会の流れ及び発言通告書について 資料 1-6 

⑸その他 

 

2  令和 4年 3月浜田市議会定例会議 陳情付託先の確認について 資料 2 

 

3  6月定例会議以降の陳情審査及び意見陳述について 資料 3 

 

4  重要案件の意見交換会の案件見直しについて 資料 4 

 

5  はまだ議会だより読者アンケートに寄せられた意見等への対応協議について 資料 5 

 

6  その他  

 ⑴ 3月 17日全員協議会での各種委員会等の開催状況報告について 資料 6 

【対象】ア 浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合議会 

イ 浜田地区広域行政組合議会 

ウ 浜田市都市計画審議会 

エ 浜田市土地開発公社 

 ⑵ その他 
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新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第 11弾】（案）について 

 

このたび、新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第 11弾】（案）を取りまとめました。 

支援策【第 11弾】の総事業費は 4億 1,321万円。内訳は国・県全額負担事業が 1事業で 1,500万円、市独

自事業が 12事業で 3億 9,821万円。財源は、地方創生臨時交付金、ふるさと寄附などを活用します。 

今回の支援策【第 11弾】によって、市独自支援策の総事業費は、第 1弾～第 10弾と合わせて、合計 51億

9,685万円 （既存予算対応分を除く）となります。 

一部事業を除き、3月市議会定例会議に諮り、議決を得た上で、出来るものから順次、実施する予定です。 

 

                                  令和 4年 2月 17日  

浜田市長 久保田 章市 

 

 

令和 4 年 2 月 1 7 日 
議会運 営 委員 会 資料 

市 長 公 室 
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１ 国・県全額負担事業（市実施分） 

〇事業費 1,500万円（財源内訳 国県補助 1,500万円） 

 

 

２ 市の独自支援策 

〇事業費 3億 9,821万円（財源内訳 国県補助・臨時交付金 3億 3,537万円、ふるさと寄附 5,481万円、 

財政調整基金 790万円、その他既存予算対応 13万円） 
 

No 事業内容等 事業費 担当課 

1 

新型コロナウイルスワクチン集団接種事業 

 ワクチン接種の追加接種の実施に当たり、個別の医療機関での接種の補完として、2 月

から 5月にかけて集団接種を実施する。 

 ※ 集団接種に係る費用 

  ・医療従事者（医師、看護師等）への謝金等      1,500万円 

1,500万円 
新型コロナウイルス

ワクチン対策室 

区分 No 事業内容等 事業費 担当課 

１ 

個
人
向
け 

1-1 

新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者の買い物代行支援  

新型コロナウイルス感染者の自宅待機期間中や、濃厚接触者の外出自粛中の買い物

代行利用料（1回 3,000円を上限に 2回まで利用可能）を補助。 

※ 支援策第 6弾の継続実施 

72万円 健康医療対策課 
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２ 

事
業
者
向
け 

2-1 

地域公共交通事業者支援事業 

 地域公共交通の維持のため、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、厳しい経

営環境にある市内のタクシー事業者に対し給付金（車両 1台につき 3万円）を支給。 

405万円 地域活動支援課 

2-2 

交通系 ICカード導入支援事業 

 接触機会の低減による感染症拡大防止を図るため、石見交通株式会社が運行する路

線バス等への交通系 ICカード導入に要する経費を補助。 

※ 別途、国・県・県西部の他市町から事業費負担あり。 

2,329万円 地域活動支援課 

2-3 

浜田港国際コンテナ航路利用事業者支援事業（浜田港振興会事業への負担金） 

 新型コロナウイルスの影響による海上運賃の上昇を受け、浜田港振興会が実施す

る、浜田港を利用した事業者への助成に対して、財源の一部を負担。 

※ 1TEUあたり上限 2万 5千円（リーファーコンテナは上限 5万円）を助成（1事業

者あたり上限 500万円）。 

※ 対象期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

※ 支援策第 9弾（対象期間：令和 3年 10月～令和 4年 3月）の継続実施 

※ 別途、県においても、同額の負担あり。 

2,000万円 産業振興課 

2-4 

浜田港国際コンテナ航路利用事業者支援事業（市独自分） 

 支援策 2-3（浜田港振興会によるコンテナ航路利用事業者支援）の対象事業者の

内、市内事業者に対し上乗せ助成。 

※ 1TEUあたり上限 3万円（リーファーコンテナは上限 6万円）を助成（1事業者あ

たり上限 300万円）。 

※ 対象期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

※ 支援策第 9弾（対象期間：令和 3年 10月～令和 4年 3月）の継続実施 

648万円 産業振興課 
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３ 

教
育
環
境
整
備 

3-1 

小中学校校舎トイレ洋式化 

感染拡大防止を図るため、市内小中学校のトイレを排せつ物からのウイルス飛散が

少ない洋式トイレに変更。 

※ 令和 4年度 12校（別途、令和 5年度に 8校の洋式化を予定） 

1億 6,443万円 教育総務課 

3-2 

小中学校保健衛生用品等購入 

新型コロナウイルス感染症対策を強化するために必要な小中学校の保健衛生用品等

を購入。 

※ 国 1/2補助〔国 790万円、市 790万円〕 

1,580万円 学校教育課 

４ 

そ
の
他 

4-1 

プレミアム付「はまだ応援チケット」発行 

 コロナ禍の影響を受けた地域経済を回復させるため、全業種で利用可能なプレミア

ム付「はまだ応援チケット」を 50,000冊発行。一冊 7,000円分のチケットを 5,000

円で販売。 

※ 7,000円分の内、4,000円分が地域券（市内に主たる事業所等を有する事業者）、

3,000円分が共通券（市内全ての事業者） 

※ 販売開始（予定） 令和 4年 5月下旬頃 

1億 5,000万円 商工労働課 

4-2 

情報配信システムの導入 

 コロナ禍において、市民に対する災害情報や、学校から保護者への休校情報などに

ついて迅速かつスムーズに発信するためのシステムを導入。 

※ 複数媒体（防災メール、SNS、市ホームページ）で一斉配信することにより、市

民が防災情報を取得する選択肢を充実。 

※ 学校、保護者、教育委員会をつなぐ連絡システムを導入し、子育て世代が防災情

報や学校の休校情報などを迅速に取得できる環境を整備。 

431万円 
防災安全課 

学校教育課 
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No.3-2は 3月議会補正予算の当初提案により対応、No.4-5は既存予算対応（No.3-2、No.4-5以外は今後補正予算対応） 

4-3 

成人式の延期に伴うキャンセル料及び交通費支援 

延期した令和 4年浜田市成人式（令和 4年 1月 9日）の出席予定者に対し、開催延

期に伴って生じた次の費用を助成。 

① 貸衣装等のキャンセル料（上限 10万円） 

② 延期後の成人式（令和 4年 10月 9日開催）への参加に伴い、市外から帰省するた

めに必要な交通費（片道につき上限 2万円） 

725万円 
まちづくり社会教育

課 

4-4 

高齢者福祉施設等への抗原検査キット購入補助事業 

高齢者福祉施設等（高齢者福祉施設、障がい者支援施設、保育所等）における、感

染症の早期発見や感染拡大防止を図るため、各施設が購入する抗原検査キットの費用

を助成。 

※ 対象期間 令和 4年 4月 1日～令和 4年 9月 30日購入分 

※ 支援策第 10弾（対象期間：令和 3年 12月～令和 4年 3月）の継続実施 

175万円 

地域福祉課 

健康医療対策課 

子育て支援課 

4-5 

浜田医療センターへの発熱外来待合室貸与 

 受診者が増加している浜田医療センターに対し、発熱外来の待合室として利用する

ユニットハウスを貸与。 

※ 設置期間 令和 4年 2月～令和 4年 4月 

13万円 

（既存予算対応） 
健康医療対策課 
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令和 4 年 3 月浜田市議会定例会議 付議事件 

 

議案等（32 件） 

〔条例関係 9 件、指定管理者の指定 2 件、工事請負契約の変更 1 件、 

市道路線の認定 1 件、協約締結の協議 1 件、計画の変更 1 件、補正予算 6 件、 

当初予算 10 件、同意 1 件〕 

議案第 3 号 浜田市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

議案第 4 号 浜田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について 

議案第 5 号 浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例について 

議案第 6 号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 7 号 浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第 8 号 浜田市ふるさと体験村施設条例の制定について 

議案第 9 号 浜田市集落排水施設条例及び浜田市集落排水事業受益者

分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

議案第 10 号 浜田市営住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 11 号 浜田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例について 

議案第 12 号 指定管理者の指定について（浜田市浜田郷土資料館） 

議案第 13 号 指定管理者の指定について（浜田市美又温泉国民保養セン

ター） 

議案第 14 号 工事請負契約の変更について（浜田市高速情報通信基盤整

備工事） 

議案第 15 号 市道路線の認定について（今市 115 号線） 

議案第 16 号 広島市と島根県浜田市との連携中枢都市圏形成に係る連

携協約の締結に関する協議について 

議案第 17 号 浜田市過疎地域持続的発展計画の変更について 

議案第 18 号 令和 3 年度浜田市一般会計補正予算（第 13 号） 

議案第 19 号 令和 3 年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 20 号 令和 3 年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

3 号） 
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議案第 21 号 令和 3 年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2

号） 

議案第 22 号 令和 3 年度浜田市水道事業会計補正予算（第 3 号） 

議案第 23 号 令和 3 年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号） 

議案第 24 号 令和 4 年度浜田市一般会計予算 

議案第 25 号 令和 4 年度浜田市国民健康保険特別会計予算 

議案第 26 号 令和 4 年度浜田市駐車場事業特別会計予算 

議案第 27 号 令和 4 年度浜田市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第 28 号 令和 4 年度浜田市漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第 29 号 令和 4 年度浜田市生活排水処理事業特別会計予算 

議案第 30 号 令和 4 年度浜田市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 31 号 令和 4 年度浜田市水道事業会計予算 

議案第 32 号 令和 4 年度浜田市工業用水道事業会計予算 

議案第 33 号 令和 4 年度浜田市公共下水道事業会計予算 

同意第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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令和4年3月浜田市議会定例会議 付託先一覧（案） 

 

【市長提出議案の付託件数内訳】 

総務文教委員会  8件、福祉環境委員会  2件、産業建設委員会  5件、 

予算決算委員会 16件 

※即決1件 

市長提出議案等（議案32件） 

議案等番号 件 名 付託先等 

議案第3号 浜田市個人情報保護条例の一部を改正する条例

について 

委員会付託省略 

3月3日即決 

議案第4号 浜田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例について 

総務文教委員会 

議案第5号 浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例について 

〃 

議案第6号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例につい

て 

産業建設委員会 

議案第7号 浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例

について 

福祉環境委員会 

議案第8号 浜田市ふるさと体験村施設条例の制定について 産業建設委員会 

議案第9号 浜田市集落排水施設条例及び浜田市集落排水事

業受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例

について 

福祉環境委員会 

議案第10号 浜田市営住宅条例の一部を改正する条例につい

て 

産業建設委員会 

議案第11号 浜田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に

関する条例の一部を改正する条例について 

総務文教委員会 

議案第12号 指定管理者の指定について（浜田市浜田郷土資

料館） 

〃 

議案第13号 指定管理者の指定について（浜田市美又温泉国

民保養センター） 

産業建設委員会 

議案第14号 工事請負契約の変更について（浜田市高速情報

通信基盤整備工事） 

総務文教委員会 

議案第15号 市道路線の認定について（今市115号線） 産業建設委員会 

議案第16号 広島市と島根県浜田市との連携中枢都市圏形成

に係る連携協約の締結に関する協議について 

総務文教委員会 

議案第17号 浜田市過疎地域持続的発展計画の変更について 〃 
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議案等番号 件 名 付託先等 

議案第18号 令和3年度浜田市一般会計補正予算（第13号） 予算決算委員会 

議案第19号 令和3年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算

（第1号） 

〃 

議案第20号 令和3年度浜田市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第3号） 

〃 

議案第21号 令和3年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第2号） 

〃 

議案第22号 令和3年度浜田市水道事業会計補正予算（第3

号） 

〃 

議案第23号 令和3年度浜田市公共下水道事業会計補正予算

（第2号） 

〃 

議案第24号 令和4年度浜田市一般会計予算 〃 

議案第25号 令和4年度浜田市国民健康保険特別会計予算 〃 

議案第26号 令和4年度浜田市駐車場事業特別会計予算 〃 

議案第27号 令和4年度浜田市農業集落排水事業特別会計予

算 

〃 

議案第28号 令和4年度浜田市漁業集落排水事業特別会計予

算 

〃 

議案第29号 令和4年度浜田市生活排水処理事業特別会計予

算 

〃 

議案第30号 令和4年度浜田市後期高齢者医療特別会計予算 〃 

議案第31号 令和4年度浜田市水道事業会計予算 〃 

議案第32号 令和4年度浜田市工業用水道事業会計予算 〃 

議案第33号 令和4年度浜田市公共下水道事業会計予算 〃 

同意第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務文教委員会 

 

請願（3件） 

議案等番号 件 名 意見陳述 付託先等 

請願第1号 
精神保健医療福祉の改善に関する意

見書の提出について 
なし 福祉環境委員会 

請願第2号 
地方における鉄道政策に関する請願

について 
なし 総務文教委員会 

請願第3号 

子育て支援センター「すくすく」の

跡地を公園として整備することを求

める請願について 

あり 福祉環境委員会 
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議会追加提出案件（2件） 

発議等番号 件 名 

発 議 第 1 号 
（議会運営委員会提案 提出予定日 3月17日） 

浜田市協働のまちづくり推進特別委員会の設置について 

選 任 第 1 号 
（発議第1号が可決された場合、追加日程） 

特別委員会委員の選任について 

 

 

議会報告事件（2件）  定例会議最終日（3月17日）報告予定 

議 員 派 遣 

（4月8日）島根県市議会議長会定期総会 

（4月26～27日）第149回中国市議会議長会定期総会 

 



令和4年 3月浜田市議会定例会議   

請 願 文 書 表 
 

受理

番号 
件   名 請 願 者 紹介議員 

受理 

年月日 

1 

精神保健医療福祉の改善に

関する意見書の提出につい

て 

石見地区労働組合協議会 

議長 佐々木 和敏 

芦谷 英夫 

佐々木 豊治 
R4.2.10 

付託委員会 審査経過（委員会） 審議結果（本会議） 
結果 

年月日 

福祉環境委員会    

【請願趣旨】 

精神科を受診する人は年間 420 万人に迫っており、誰でも安心して気軽にかかれる精神科医療

の充実は、国民的な課題となっています。 

しかし、現行の日本の精神科医療は、諸外国に比べ半世紀以上の遅れを取っており、地城生活

を基盤とした諸外国とは異なり、施設療養生活中心となっています。一般病院に比べ、診療報酬

は低く抑えられ、施設内の医療スタッフの体制も半分以下と極めて少ない状況です。疾患治療で

はなく、精神障害者から社会を守るという日本独特の誤った観点が精神疾患に対する差別、偏見

を助長し、世界的にも類を見ない長期に渡る社会的入院や隔離・身体拘束による人権侵害をもた

らし、国際的にも批判を受けています。 

日本は、2014年に障害者権利条約を批准しています。 すべての人の人権が尊重され、患者・利

用者本位の精神保健医療福祉の改革をはかることが必要です。また、新型コロナウイルス感染症

の拡大による、新たな生活様式に適したメンタルへルス対策を構築することは喫緊の課題となっ

ています。誰もが地域社会でその一員として安心して暮らし続けられるよう、地方自治法第99 条

にもとづいて下記項目についての意見書を国に対し提出していただけますよう請願します。 

 

【請願項目】 

1、良質な医療を提供し、隔離・拘束を原則廃止できるよう、精神科専門職の配置人員を引上げる

こと。また、一般病床より低い人員配置を認めている医療法施行規則を改め、精神病床の人員配

置を改善すること。 

2、精神科疾患や認知症があっても、地域で安心して生活できるよう、早い段階から適切な支援と

治療を受けることができる包括的で継続的な支援体制の整備を国が行うこと。また、差別・偏見

をなくすための啓発を進め、施策には当事者・家族の声を尊重して反映させること。 

3、入院中心から地域への移行を円滑に進めるために、精神保健福祉予算の拡充や労働者の雇用保

障・教育・研修を国が責任をもって行うこと。 

4、新型コロナウイルス感染症の拡大による新たな生活様式に対応したメンタルヘルス対策を早急

に講じること 

 



令和4年 3月浜田市議会定例会議   

請 願 文 書 表 
 

受理

番号 
件   名 請 願 者 紹介議員 

受理 

年月日 

2 
地方における鉄道政策に関

する請願について 

国鉄労働組合 米子地方本部 

執行委員長 倉下 文明 
小川 稔宏 R4.2.10 

付託委員会 審査経過（委員会） 審議結果（本会議） 
結果 

年月日 

総務文教委員会    

【請願趣旨】 

昨年 12月 17日、JR西日本会社は2022 年 3月 12日実施の「ダイヤ改正」の内容を公表しまし

た。コロナ禍での利用の落ち込みを理由に、全社で普通や快速列車の運行本数を約200本削減、

運転区間の短縮も合わせ列車走行距離の約4%の削減となり、JR発足後最大規模だと言われていま

す。 

米子支社管内では、特急列車8本を含め45本について削減するとしており、昨年10月ダイヤ

改正での大幅な減便と合わせて、利便性の低下による利用者離れの加速や山陰地区への誘客への

影響を懸念する声が聞こえてきます。 

3月実施のダイヤ改正に向け、鳥取・島根の首長が直々に、あるいは中国知事会や関西広域連合

がJR西日本会社に対して、減便の見直しやコロナ後の復活運転についての要望が繰り返し行われ

ているのはご承知の事と思います。 

報道等にもあるように、JR西日本長谷川社長は「輸送密度(1日あたりの1日平均利用者数)が

2000 人以下の区間で優先的にサービスを見直す」との考えを明らかにし、「国や自治体にコミット

して頂かないと、全ての区間を維持するのは難しい」と公的支援の必要性を訴えた、と言われて

います。JR西日本が具体的な見通しの目安を示すのは初めてであり、2000 人以下の区間は、同社

の在来線の3割超に上り、JR米子支社内で言えば、木次線備後落合-宍道間(190 人)や山陰本線の

出雲市-益田間(1177 人)*いずれも2019年度資料 などが該当することになります。 

私ども国鉄労働組合米子地方本部は、2018 年の 9月議会にて「地方ローカル線の維持・存続に

関する請願」を提出、事業者の判断のみで路線廃止が可能な現行の「鉄道事業法」に地元同意条

項の新設を求める請願内容について採択頂きました。その採択から約3年半経過しますが、地方

における人口減少の進行に加えて、新型コロナウイルス感染拡大が追い打ちをかける形で、鉄道

事業を取り巻く環境は厳しさを増すばかりです。 

このままでは、地方における公共交通の中核ともいえる鉄道網を維持することが、困難となる

ことは想像に難くありません。しかしながら、単独の収益だけで考えれば不採算だと言われる路

線であっても、鉄道があることで地域が享受する社会便益について無視することは出来ないと考

えます。また、鉄道網の縮小は、JRや関連企業で働く労働者の雇用問題にも直結しており、まさ

に、政府が掲げてきた「地方創生」の理念にも反するものではないでしょうか。 

 



以上の事より、私たち国鉄労働組合米子地方本部は、地方における鉄道政策に国や自治体がこ

れまで以上に積極的に関与して頂くことが必要なのではないかと考えます。 

よって、以下、請願致します。 

 

【請願事項】 

1.交通政策基本法及び改正交通政策基本法の立法趣旨を踏まえて、地域における公共交通網の充

実と利用促進に向けた施策を展開して頂きたいこと。 

 

2.JR 西日本の3月ダイヤ改正における減便施策について、新型コロナウイルス感染症収束後は、

すみやかに復活するよう要望して頂きたいこと。 

 

3.地方における鉄道政策の在り方については、地域間での不利益・不平等が生まれないよう国が

関与し、必要な支援を行っていただきたいこと。 

 

4.路線の存廃について、地元自治体の意見の尊重及び関係官庁による許認可に戻すよう「鉄道事

業法の改正」を求めて頂きたいこと。 
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請 願 文 書 表 
 

受理

番号 
件   名 請 願 者 紹介議員 

受理 

年月日 

3 

子育て支援センター「すく

すく」の跡地を公園として

整備することを求める請願

について 

すくすく球友会 

代表 佐藤 仁 

外ノ浦・松原まちづくり推進

委員会 

代表 牛尾 博美 

三浦 大紀 R4.2.10 

付託委員会 審査経過（委員会） 審議結果（本会議） 
結果 

年月日 

福祉環境委員会    

【請願の趣旨】 

1 願意 

松原町の子育て支援センター「すくすく」の移転後の跡地について、子どもたちがボールを使

って遊ぶことができ、また地域住民の憩いの場となり世代間交流や健康増進も図られる公園とし

て整備されるよう、以下の事項について請願いたします。 

①ボールを使って遊べる場所にすること 

②子育て世代が安心して楽しく遊べる場所にすること 

③高齢者の健康増進が図られる場所にすること 

④世代間交流が図られる場所にすること 

⑤駐車場とトイレを整備し利用しやすい公園にすること 

⑥すくすく廃止後なるべく早く整備を始めること 

⑦計画策定にあたっては地域住民の意見をよく聞くこと 

 

2 理由 

現在、松原町には公園がありません。さらに浜田市でボールを使える場所は非常に少なく、令

和4年 3月末に廃止となる「すくすく」の跡地をボールが使える遊び場にしてほしいと、昨年7

月に開催された「はまだ市民一日議会」で訴えました。また、この地域には高齢者世帯も多く、

散歩や軽スポーツなどで健康増進を図る場所も必要です。あわせて世代間交流もでき広く市民が

集う憩いの場づくりは、今後のまちづくりに必要なことであると考えてこの請願を提出するもの

です。 

 

※署名あり 
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発議第 1 号 

 

協働のまちづくり推進特別委員会の設置について 

 

浜田市議会委員会条例第 5 条第 1 項の規定により、次のとおり特別委員会

を設置することについて、浜田市議会会議規則第 13 条第 2 項の規定により提

出する。 

 

令和 4 年 3 月 17 日 提出 

 

 

提出者  議会運営委員会 

委員長 布 施 賢 司 

 

 



 

 

１ 名 称 

 

協働のまちづくり推進特別委員会 

 

２ 目的及び調査事項 

 

協働のまちづくりの推進について調査及び研究を行うとともに、市に

対し必要な意見及び提言を行うことを目的とする。 

 

３ 委員定数 

 

本委員会の委員の定数は、8 人とする。 

 

４ 設置期限 

 

本委員会は、目的を達成するまでの期間設置する。 



特別委員会委員一覧表

委員会 議席番号 氏　名

2 村木　勝也

7 村武　まゆみ

9 柳楽　真智子

12 上野　　茂

15 岡本　正友

16 芦谷　英夫

20 西田　清久

21 川神　裕司

協働のまちづくり推進
特別委員会
（8人）
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令和 4 年 3 月浜田市議会定例会議の会議予定について 
期間 日程案 会場 開始時間

2月 17日 (木) 議会運営委員会 全員協議会室 10時～

議会広報広聴委員会 全員協議会室 13時30分～

18日 (金)
19日 (土)
20日 (日)

21日 (月) 会派代表・個人一般質問説明用パネル提出 【締切】12時

22日 (火)
23日 (水)

24日 (木) 1 開会　施政方針・教育方針　提案説明 議場 10時～

全員協議会 議場 本会議終了後

総務文教委員会 第1委員会室 全員協議会終了後

福祉環境委員会 第2委員会室 全員協議会終了後

産業建設委員会 第3委員会室 全員協議会終了後

25日 (金) 2 会派代表質問 議場 10時～

26日 (土) 3
27日 (日) 4

28日 (月) 5 個人一般質問 議場 10時～

3月 1日 (火) 6 個人一般質問 議場 10時～

議会運営委員会 全員協議会室 個人一般質問終了後

2日 (水) 7 個人一般質問 議場 10時～

議会広報広聴委員会 全員協議会室 個人一般質問終了後

3日 (木) 8 議案質疑 議場 10時～

4日 (金) 9 総務文教委員会 全員協議会室 10時～

5日 (土) 10
6日 (日) 11

7日 (月) 12 福祉環境委員会 全員協議会室 10時～

8日 (火) 13 産業建設委員会 全員協議会室 10時～

9日 (水) 14 休会

10日 (木) 15 予算決算委員会 議場 10時～

11日 (金) 16 予算決算委員会 議場 10時～

12日 (土) 17
13日 (日) 18

14日 (月) 19 予算決算委員会 議場 10時～

15日 (火) 20 予算決算委員会（予備） 議場 10時～

討論通告期限 【締切】17時

16日 (水) 21 休会

対抗討論通告期限 【締切】13時

17日 (木) 22 委員長報告　採決 議場 10時～

全員協議会 議場 本会議終了後

議会運営委員会 全員協議会室 全員協議会終了後  

【補足（令和 3 年 12 月 3 日議会運営委員会協議内容）】 

1  質問時間について 

⑴ 会派代表質問 ※各会派 10 分短縮 

山水海(50 分)、超党みらい(40 分)、創風会(30 分)、公明クラブ(20 分) 

⑵ 個人一般質問 

質問 20 分（最大）   答弁合わせて 50 分（最大） 

※原則、答弁合わせて 40 分で終了 

2  委員会について 

⑴ 所 管 事 務 調 査  これまでと同様に実施 

⑵ 執行部報告事項  事前に資料を熟読し、執行部説明は補足説明のみ 

質疑はこれまでと同様に実施 



期間 日程案 予算決算委員会の日程

2月 10日 (木)
請願・陳情・意見書・決議提出期限
【13時まで】

11日 (金)

12日 (土)

13日 (日)

14日 (月)
会派代表質問・個人一般質問メール・FAX受付締切
【11時まで】

15日 (火)
会派代表質問・個人一般質問締切
【11時まで】

財政課と打合せ

16日 (水)

17日 (木) 議会運営委員会 議案配付・発言通告書配付

18日 (金)

19日 (土)

20日 (日)

21日 (月)
一般質問説明用パネル提出締切
【12時まで】

・予算決算委員会の流れについてｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝに掲載

22日 (火)

23日 (水)

開会　提案説明

全員協議会 (本会議終了後)

総務文教、福祉環境、産業建設 (全協終了後)

25日 (金) 2 本会議　会派代表質問 ※予算決算委員会　発言通告書提出締切（午後1時〆）

26日 (土) 3

27日 (日) 4

28日 (月) 5 本会議　個人一般質問

3月 1日 (火) 6 本会議　個人一般質問

2日 (水) 7 本会議　個人一般質問

3日 (木) 8 本会議　議案質疑 予算の議案質疑は提案説明を受けての骨子についての質疑とする

4日 (金) 9 総務文教委員会

5日 (土) 10

6日 (日) 11

7日 (月) 12 福祉環境委員会 ・通告一覧をタブレットに配信（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝの更新はこの日まで）

8日 (火) 13 産業建設委員会

9日 (水) 14 休会

10日 (木) 15 予算決算委員会 総務文教委員会所管のR3年度補正予算審査・令和４年度予算審査

11日 (金) 16 予算決算委員会 福祉環境委員会所管のR3年度補正予算審査・令和４年度予算審査

12日 (土) 17

13日 (日) 18

14日 (月) 19 予算決算委員会
産業建設委員会所管のR3年度補正予算審査・令和４年度予算審査
（審査が早く終了した場合は採決まで行う可能性あり）

予算決算委員会（予備）

討論通告期限【17時まで】

休会

対抗討論通告【13時まで】

採決 

全員協議会(本会議終了後)

議会運営委員会(全員協議会終了後)

18日 (金)

19日 (土)

　令和4年3月浜田市議会定例会議日程及び予算決算委員会日程

15日 (火) 20
日程繰り下げの場合、引き続き予算審査・採決（※14日に採決まで終了した場合は休
会）

24日 (木) 1
※提案説明で予算の骨子、編成概要の説明を受ける。
※全員協議会で、所管の部長から、主に新規・主要事業、及び重点事項に関する考え
方等について、事業番号を挙げて説明を受ける。（質疑は行わない。）

16日 (水) 21

17日 (木) 22
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令和 4年 3月定例会議 予算決算委員会の流れ 

質疑について 

 3月定例会議における予算審査においては、令和 3年度補正予算及び令和 4年度当初

予算ともに事前通告制とする。発言通告書提出締切＝2月 25日（金）午後 1時 

 通告書の提出締切後、正副委員長が審査日程、発言順を調整後、ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝに掲載 

審査日程 総務文教、福祉環境、産業建設の各委員会所管の予算ごとに日程を分けて開催する。 

 

本

会

議

等 

提案説明 

(2月 24日) 
所管の部長が、令和 3年度補正予算及び令和 4年度当初予算の骨子、編成概要を説明。 

全員協議会 

(2月 24日) 

所管の部長から、主に新規・主要事業、及び重点事項に関する考え方について、事業
番号等を挙げて補足説明を受ける。（＊質疑は行わない。） 
説明は、まず歳入について行い、次に歳出について会計ごとの事業番号順に行う。 
＊各委員会の所管事務調査において、予算概要説明は行わない。 

議案質疑 

(3月 3日) 

市長等に、令和 3年度補正予算及び令和 4年度当初予算の基本的な編成方針等につい
て問う。 

委員会付託 

(3月 3日) 
予算決算委員会に、令和 3年度補正予算議案・令和 4年度当初予算議案を付託する。 

 

予 

算 

決

算 

委 

員 

会 

 ※審査日程（予定） 

     ・3月 10日 （木）10：00～   議案審査（総務文教委員会関係（補正・当初）） 

・3月 11日 （金）10：00～  議案審査（福祉環境委員会関係（補正・当初）） 

・3月 14日 （月）10：00～   議案審査（産業建設委員会関係（補正・当初）） 

・3月 15日 （火）10：00～  日程繰り下げの場合引き続き議案審査・採決 

※ 審査状況によっては、日程が繰り下がる場合、または 3月 14日に採決まで行い、 

3月 15日は休会となる場合などがある。 

※ 当初予算は最初に歳入全般から審査をします。 

 

※審査の方法等 

1  執行部からの補足説明 

本会議（提案説明）及び全員協議会（所管部長による補足説明）で既に説明を受けているた  

め、再度補足が必要な場合のみ、質疑の前段で所管の部長が説明を行う。 

 

2 審査の順番 

各委員会ごとの令和 3年度の補正予算審査を行い、その後に令和 4年度の予算審査を一般会計、

特別会計、企業会計と発言通告のあった事業番号順に審査を行う。 

  

3 質疑の方法 

発言通告のあった事業番号ごとの一問一答方式 
・事業番号ごとの議席番号の若い順に委員長が発言を許可する。 
・回数制限はしないが、委員長判断で議事整理を行うことがある。 

 

本 

会 

議 

委員長報告 

（3月 17日） 

委員会での審査の経過や結果を委員長が登壇して一括報告する。 

【委員会審査結果一覧（常任委員会分を含む）をタブレットに配付】 

委員長報告に

対する質疑 
省略はしないが、原則行わないこととする。 

討 論 通告にしたがい、賛否の意見を交互に述べる。 

表 決 議長が各議案についての採決を行う。 

散 会 議長の散会宣言で終了。 

 



令和４年３月定例会議 予算決算委員会 留意事項 

   審査は、委員会所管の予算ごとに日程を分けて行います。 

    ★審査日程（現段階での予定であり、日程の繰下げ等がある場合があります） 

      3月 10日（木） 10時～  総務文教委員会関係の審査 

        3月 11日（金） 10時～  福祉環境委員会関係の審査 

       3月 14日（月） 10時～  産業建設委員会関係の審査 

       3月 15日（火） 10時～  日程繰下げの場合引き続き予算審査・採決 

         

※補正予算・一般会計当初予算・特別会計については所管委員会ごとに行います。 

 

 

令和 3 年度補正予算及び令和４年度当初予算ともに、質疑を希望する場

合は事前に発言通告書の提出が必要です。（事前通告制） 

 

    ★発言通告書（別添）に記入のうえ、事務局まで提出してください。 

       発言通告書提出〆切 ⇒ 2月 25日（金）午後 1時 

     ★審査当日の発言順は、事業番号ごとの議席番号の若い順に正副委員長 

が調整します。 

 

 

 

    質疑は事業番号ごとの一問一答方式で行います。以下の点に留意して 

ください。 

    

  

     ★質疑における留意事項 

       ① 質疑は簡潔明瞭に行うこと。 

②  予算説明資料を熟読し、既に記載してある事項については質疑を控える 

  こと。(主要事業については、平成 26 年度から「新規事業等実施に伴う

説明シート」を導入し、詳しく内容が記載されるようになっています。) 

       ③ 議題の範囲を超えた質疑、賛否についての自己の意見や要望の陳述は 

控えること。 

 

        「質疑」とは 

          現に審議の対象となっている議題について、賛否または修正等の 

判断が可能となるよう、提案者に疑義や不明確な点について説明等 

を求め、質すためのもの。賛否について自己の意見や要望を述べること 

はできない。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.

記入の方法

質疑項目 番号 令和３年度補正予算 番号 令和４年度当初予算

○福祉環境委員会関係

○産業建設委員会関係

通告期限

令和　4　年　　　月　　　日

　　　　時　　　　分　　　受領

　　　　　　番　　氏名

予 算 決 算 委 員 会 質 疑 発 言 通 告 書
歳入は「科目名(款・項)と質疑要旨」を、歳出は「予算説明資料の整理番号と質疑要旨」を記
入。債務負担行為は「事項名」を、地方債は「起債の区分」を記入。

　浜田市議会議長　　笹　田　　　卓　　様

○産業建設委員会関係

特別会計
会計名‣
整理番号を
記入

企業会計
会計名‣項目
‣整理番号を

記入

一
　
般
　
会
　
計

【歳入】 【歳入】

【歳出】(整理番号と質疑要旨を記入) 【歳出】(整理番号と質疑要旨を記入)
○総務文教委員会関係 ○総務文教委員会関係

○福祉環境委員会関係

企業会計
会計名‣項目
‣整理番号を

記入

令和　4　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　氏名

2月25日（金）午後 1 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.

記入の方法

質疑項目 番号 令和２年度補正予算 番号 令和４年度当初予算

P19 一般会計予算
22-(3)過疎-辺地対策事業…増額の理由

131 防犯カメラ設置状況、その効果は
663 対象児童数と事業費の近年の傾向

174 不妊治療の拡充内容
291 過年度の就学実態及び地元就職実績

458 想定される事業効果は
513 負担金以外の予算の使途について

農集

上水

歳入は「科目名(款・項)と質疑要旨」を、歳出は「予算説明資料の整理番号と質疑要旨」を
記入。債務負担行為は「事項名」を、地方債は「起債の区分」を記入。

通告期限

令和　4　年　　　月　　　日

　　　　時　　　　分　　　受領

　　　　　　番　　氏名

予 算 決 算 委 員 会 質 疑 発 言 通 告 書

○福祉環境委員会関係

○産業建設委員会関係 ○産業建設委員会関係

特別会計
会計名‣
整理番号を
記入

一
　
般
　
会
　
計

【歳入】 【歳入】

【歳出】(整理番号と質疑要旨を記入) 【歳出】(整理番号と質疑要旨を記入)
○総務文教委員会関係 ○総務文教委員会関係

○福祉環境委員会関係

令和　4　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　氏名

　浜田市議会議長　　笹　田　　卓　　様

企業会計
会計名‣項目
‣整理番号を

記入

アドバイザリー業務の内容
(漁集への関与の有無)

企業会計
会計名‣項目
‣整理番号を

記入

P9-業務委託、改良事業管路更新につい
て、旧簡易水道へ対応しているのか

2月26日（金）午後1時
・ 歳入、歳出、担当委員会別に記載してく

ださい。

・当初予算説明資料の整理番号と質問の概

要を記入してください。

・整理番号がない場合は、資料名とページ、

通告内容、及び質疑の要旨について記載し

てください。

事業の何について、どの数字につい

て知りたいのかを、ポイントを押さえ

て具体的に記入してください。

複数課・支所にわたる事業の時は項

目を明確に！
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予算審査の参考資料 

 

1. 予算議決権について 

 

  

地方自治法第 96 条第 1 項第 2号において、「予算を定

めること」は議会の議決事項であり、重要な議会の権限

とされています。 

予算を伴わない行政執行はほとんどないと言えること

から、予算議決権は議会にとって、執行機関の行政執行

を拘束し、監視するために有効であり、条例制定権と並

ぶ重要な権限です。 

 

 

 

2. 一般の予算の内容について 

 

一般の予算（公営企業会計でないもの）は、次の 7 つの事項からな

っています。（自治法 215条） 

 

 ①歳入歳出予算（自治法 216条） 

 

 

 

 

 

 

     ★歳入歳出予算の分類 

       ⇒一番大きな区分を款（かん）とし、款の中を項（こう）に、

さらに目（もく）、節（せつ）に細分類 

          款と項は議決の対象  ＝議決科目（予算書に記載） 

          目と節は議決の対象外 ＝執行科目（附属資料に記載） 

        

②継続費（自治法 212条） 

   

 

 

 

 

 

 

一会計年度における一切の収支の見積もり・計画。 

※歳入予算はその見積もり額を超えて収入できるが、歳出予算は見積もり額を

超えて支出することはできない。 

※歳出と歳入は原則として同額でなくてはならない。 

 

大規模な工事等で二年度年以上にわたって支出をする必要がある場合、あらか

じめその経費の総額と年割額（各年度ごとの支出限度額）を事業ごとに定めて

おくことができる。総額での契約が可能。 

 ※④の債務負担行為で同様の機能を果たせることから、実際にはほとんど利

用されていない。 
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 ③繰越明許費（自治法 213条） 

   

 

 

 

 

 

 ④債務負担行為（自治法 214条） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤地方債（自治法 230条） 

   

 

 

 

 

 

⑥一時借入金（自治法 235条の 3） 

   

 

 

 

 

 

 

⑦歳出予算の各項の経費の金額の流用（自治法 220条 2） 

   

 

 

 

 

事情により年度内に支出が終わらない見込みのある事業について、あらかじめ

翌年度に繰り越して使う支出限度額を定めておくことができる。 

※年度途中の事情変更によるものなので、通常は補正予算で提案される。 

※必要な財源もあわせて繰り越す。 

翌年度以降の支出を伴う行為を行うため、あらかじめ債務負担の限度額を事項

ごとに期間を限定して定めておく制度。 

※将来の歳出予算に計上する義務が生ずることから、慎重な運用が必要。 

※長期継続契約（自治法 234 条の 3）は、債務負担行為の例外。歳出予算の

有無を契約の解除（変更）条件とする。 

自治体は地方債を発行できるが、あらかじめ起債の目的、限度額、起債の方法、

利率、償還方法を予算で定めておかなければならない。 

 ※地方債は歳入の不足を補うものであるため、歳入予算にも計上する。 

年度内の歳出の一時的な資金不足を補うための借入金。 

 ※歳入歳出の過不足ではないため、歳入予算には計上せず、予算でその借入

れの最高額だけを定める。 

 ※その年度の歳入をもって償還しなければならない。 

 

歳出予算の区分のうち款と項は議決科目のため相互の流用はできないが、あら

かじめ予算で定める事項に関しては例外として同一款内の各項間での流用が

認められる。 

 ※項の内訳である目、目の内訳である節は、執行科目であり、議決を要しな

いので同一項内での流用が可能 
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3. 予算に関する説明書について 

 

首長が予算を議会に提出するときには、政令（自治令 144条）で定める

「予算に関する説明書」を併せて提出しなければならず、様式につい

ても省令（自治則 15 条の 2）で定めるものを基準とすることになっていま

す。 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 浜田市議会の予算審査の流れ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長  予算書の調製及び予算に関する説明書作成 

                ↓ 

年度開始前遅くとも 20日前までに議会に提出 （自治法 211条） 

市 長  3月定例会議初日の本会議にて予算案の提案説明を行う 

市 長  議会から予算の送付を受け、再議等の措置が不要なときは 

ただちに住民に公表 

予算に関する説明書（自治令 144条） 

 ①歳入歳出予算事項別明細書 （歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした

もの） 

 ②給与費明細書 

 ③継続費に関する調書        

 ④債務負担行為に関する調書 

 ⑤地方債に関する調書 

 ⑥その他予算の内容を明らかにするため必要な書類 

   

 

議 会  3 月定例会議初日の全員協議会にて部長から主要事業について

の説明を受ける（質疑は行わない） 

議 会  本会議にて議案質疑を行った後、委員会付託 

議 会  予算決算委員会にて当初予算説明資料をもとに審査を行う 

議 会   本会議にて委員長報告後、採決を行う 

↓ 

予算を議決した日から 3日以内に市長へ送付（自治法 219条の 1） 

予算の提出権、提案

権は市長専属 
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5. 議会による予算審査 

 

予算は、直接住民の生活を左右し、その福祉のいかんを決するもの

であるため、議会はあくまでも住民全体の福祉を念頭におき、1つの施

策だけに目を向けるのではなく、広く客観的に住民全体の立場に立っ

た公平な審議を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

参考図書： 「図解 よくわかる自治体予算のしくみ」 定野司著 （学陽書房） 

         「図解 地方議会改革 実践のポイント 100」 江藤俊昭著（学陽書房）            

         「議員必携」 全国町村議会議長会編 (学陽書房) 

         「議会人が知っておきたい危機管理術」 大塚康男著 （ぎょうせい）  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

予算審査の着眼点 
①基本構想、首長のマニフェスト、予算編成の基本方針との整合性がとれているか 

   ・後年度への影響も考え、長期的な観点にたって是非を判断 

 

 ②議会の決算審議、事務事業評価で指摘した事項は取り入れられているか 

 

 ③代表質問、一般質問、採択した請願、陳情は取り入れられているか 

   ・ただし、それらを取り入れたことで他の行政が犠牲になることのないよう、調和と

均衡の取れた予算となっているかに留意 

 

 ④行政改革の視点はあるか、あるいはサービス低下につながらないか 

   ・歳出歳入の時系列的変化、単独事業、補助事業の確認、新規事業、廃止事業の動向、

行政の効率化、能率化が図られているか 等に着目 

   ・最少の経費で最大の効果を挙げるよう留意されているか 

 

 ⑤人件費、物件費についての抑制策は取られているか 

  

⑥歳入に過大見積りまたは過少見積りはないか 

  

⑦不要不急の歳出予算が計上されていないか 

  

⑧地域的に不均衡なものはないか 

 

 ⑨起債が過大で将来の財政負担に不安を残すことはないか    など 
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令和 4 年 3 月浜田市議会定例会議 陳情付託先案について 

（付託内訳） 

総務文教委員会 7 件、福祉環境委員会 1 件、産業建設委員会 4 件、 

議会運営委員会 3 件（うち継続審査分 1 件） 

 
陳情 
番号 

件 名 
意見陳述の 

希望 
付託先案 

17 

公文書等の管理に関する法律に定められ

た地方公共団体の義務を果たし、協働のま

ちづくりに資するため、浜田市の公文書等

の管理（記録すべき内容等）についてルー

ルとして定めることの検討を求める陳情

について 

なし 総務文教委員会 

18 

浜田市庁舎管理規則について、市が「窓口

での相談内容の録音が公共の福祉に反す

る」と考える理由の説明を求める陳情につ

いて 

なし 総務文教委員会 

19 

石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブ

センターの建設整備計画の再考を求める

陳情について 

あり 総務文教委員会 

20 文書主義に関する陳情について あり 総務文教委員会 

21 顧問弁護士の回答に関する陳情について あり 総務文教委員会 

22 
庁舎管理規則の録音録画の禁止に関する

陳情について 
あり 総務文教委員会 

23 
金城中学校のスキー事故に関する陳情に

ついて 
あり 総務文教委員会 

24 病児・病後児保育に関する陳情について あり 福祉環境委員会 

25 お魚市場の家賃に関する陳情について あり 産業建設委員会 
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陳情 
番号 

件 名 
意見陳述の 

希望 
付託先案 

26 
普通財産化、民間譲渡化に関する陳情につ

いて 
あり 産業建設委員会 

27 落石・倒木の処置に関する陳情について あり 産業建設委員会 

28 ふるさと体験村に関する陳情について あり 産業建設委員会 

29 名前のない陳情に関する陳情について あり 議会運営委員会 

30 
議員の傍聴者への誹謗中傷を制限する陳

情について 
あり 議会運営委員会 

 

 

【継続審査】※令和 3 年 12 月定例会議審査分 

陳情 
番号 

件 名 付託先案 

13 
採択された陳情の進捗確認の実施検討を求める陳情に

ついて 
議会運営委員会 

 














































































































